














﹇
様
式
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



改

正

後

改

正

前

１

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い
う
。）に
つ
い

て
の
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
五
十
二
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

１

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い
う
。）に
つ
い

て
の
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
五
十
二
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
条
第
一
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
二
条
第
一
項

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

災
害
の
状
況

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
状
況

災
害
の
状
況

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
状
況

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
二
条
第
二
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
二
条
第
二
項

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
六
条
第
一
項

第
二
項

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
令
第
三
十
三
条
第
二
項

第
六
条
第
二
項
第

二
号

令
第
三
十
二
条
の
二
第
二
号
の
災

害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別

措
置
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
緊
急
事
態

応
急
対
策
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条

の
五
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
従
事
す
る
者

又
は
緊
急
事
態
応
急
対
策
に
必
要
な
物
資
の
緊

急
輸
送
そ
の
他
の
緊
急
事
態
応
急
対
策

第
六
条
第
二
項
第

三
号

令

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
令

法
第
五
十
条
第
二
項

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第

二
項

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
六
条
の
五
第
一

号

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
及
び
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
施
行
に
伴
う
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
及
び
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
施
行
に
伴
う
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。





第
九
条

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
九
条

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

災
害
復
旧
事
業
費

原
子
力
災
害
事
後
対
策
（
原
子
力
災
害
対
策
特

別
措
置
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
原
子
力

災
害
事
後
対
策
を
い
う
。
以
下
本
条
及
び
別
表

第
二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
要
す
る
経
費

災
害
復
旧
事
業
費

原
子
力
災
害
事
後
対
策
に
要
す
る
経
費

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

２

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

宣
言
を
い
う
。）が
あ
っ
た
時
か
ら
原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

解
除
宣
言
を
い
う
。）が
あ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

２

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

宣
言
を
い
う
。）が
あ
っ
た
時
か
ら
原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

解
除
宣
言
を
い
う
。）が
あ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
五
条

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

第
六
条
第
一
項

令

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
令

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
八
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。






